
小田原市水道事業経営戦略の改定に対する市民意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

政策等の題名 小田原市水道事業経営戦略の改定 

政策等の案の公表の日 令和８年２月１３日（金） 

意見提出期間 令和８年２月１３日（金）から令和８年３月１６日（月）まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ、経営総務課

窓口） 

 

２ 結果の概要 

提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） ３件（１人） 

 インターネット １人 

 ファクシミリ ０人 

 郵送 ０人 

 直接持参 ０人 
 

無効な意見提出 ０人 

 

３ 提出意見の内容 

パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次のとおりです。 

＜総括表＞ 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、反映したもの  

Ｂ 意見の趣旨が、すでに反映されているもの  

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの  

Ｄ その他（質問など） ３ 

 

＜具体的な内容＞ 

（１）将来の見通しに関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 

企業債の金利上昇リスクについて、悲

観的シナリオを想定し、市民に提示し

てみてはいかがか。いざというときの

ための経営のバッファー（備え）を確

保することにより、事業の強靭性が増

し、将来の財政運営に対する市民の納

得感も深まると考える。 

Ｄ 

現在の推計は、昨今の物価や金利の上昇

を踏まえて推計したものです。悲観的な

シナリオから財政推計をすると、急激な

料金改定を招き市民生活に大きな影響

を与えることになります。 

今後も経営戦略については、定期的な改

定に加えて、決算や予算等の機会をとら

え財政推計を行い、必要に応じて改定し

ます。 



（２）情報公開に関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 

民間委託導入における水質検査や保守

管理の質の低下への不安の払拭のた

め、管理の状況を毎月ホームページに

公開するのはどうか。 

Ｄ 

水質検査については、その検査結果を毎

月ホームページで公開しております。保

守管理の状況については、現在のところ

公表する予定はありません。 

 

（３）管路の更新について 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 

過疎化が想定されるエリアについては

管路を更新せず、「自立分散型の水処理

システム」や「給水タンク方式」のモ

デル地区とする検討をしてはどうか。 

Ｄ 

水道管路の整備については市街化区域

をはじめ、水需要が見込まれる市街化調

整区域を対象に行っております。したが

って現時点においては更新時にご指摘

のような検討はしておりません。 

 


